
茨城県医師確保計画素案（概要）

計 画 の 目 的
現在の医師の不足や偏在の状況及び将来の需給推計等を踏まえ，県及び各二次保健医療圏の
医師の確保の方針や目標とすべき医師数を定め，実効的な医師確保対策を推進

計 画 の 性 格
医療法第30条の４第1項の規定に基づく「第7次茨城県保健医療計画」の一部として作成
茨城県地域医療構想との整合や県総合計画等との調和を図る

計 画 期 間 2020年度～2023年度（４年間） ※次期計画以降は３年ごとに見直し

医師不足と偏在 医療資源の不足 県内の受療動向

医師不足
○ 本県医師数は増加傾向にあるもの

の，人口10万対医師数は全国第46位
地域偏在
○ 二次医療圏では，つくばが全国平均

を大きく上回るが，鹿行，筑西・下妻，
常陸太田・ひたちなかは全国平均の
半分以下
診療科偏在
○ ほぼ全ての診療科で医師が不足
○ 特に内科や外科，小児科等の不足

が顕著

病院・診療所
○ 多くの指標で本県は全国平均

を下回る状況

人口10万対の病院数・病床数（一般，

療養），1病院当たりの医師数，病床

100床当たりの医療従事者数，人口

10万対の一般診療所数・有床診療

所数及び病床数，病床利用率（一

般，療養）

患者の流入・流出
○ 医師不足地域から水戸医療圏，

土浦医療圏，つくば医療圏に入院
患者が流出傾向

○ 鹿行医療圏，筑西・下妻医療圏，
古河・坂東医療圏は他県にも流出
がみられる

○ 救急医療（初期，二次，三次，小
児），周産期医療では，拠点病院
が所在する水戸医療圏，土浦医
療圏，つくば療圏へ周辺地域から
流入傾向

政策医療体制の確保

救急医療

○ 県北・鹿行地域の搬送時間が全
国平均を大きく超過

○ 初期救急の医師不足等により軽
症患者が二次救急医療機関を直接
受診し受入人数が増加

○ 救命救急センターが地域的に偏
在し遠隔地の三次救急医療体制が
脆弱

周産期医療

○ 開業医の高齢化や後継者不足に
より産科医療機関が減少。特定医
療機関にハイリスク分娩が集中

○ 拠点病院への医師の適正配置や
日立総合病院の地域周産期母子医
療センターの再開，分娩の集約化を
図る必要

小児医療

○ 人口10万対小児科医師数は全
国最下位。県内地域偏在も顕著

○ 負担の重い拠点病院への医師
の適正配置や県央・県北におけ
る初期も含めた24時間対応の救
急医療体制の構築を図る必要

■医師偏在指標と医師少数・多数区域

■現状と課題

○ 医師偏在指標は全国ベースで医師の多寡
を統一的・客観的に評価するため，地域の人
口の性別・年齢構成や患者の流出入等の医
療ニーズと医師数を考慮し国が算定

○ 都道府県の上位３３．３％を医師多数都道府
県，下位３３．３％を医師少数都道府県に設
定するとともに，全二次医療圏の上位３３．
３％を医師多数区域，下位３３．３％を医師少
数区域に設定

○ 県及び二次保健医療圏ごとに計画期間内に
達成すべき目標医師数を設定
※地域医療対策協議会で検討・協議

（医師偏在指標，目標医師数）
※当日配布
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■医師確保の方針と重点化の視点

○ 本県は医師少数県であることから，医師の増加を図り，
目標医師数の達成を目指すこととし，医師の養成・定着
や県外からの医師確保に取り組む。

○ 特に県内の医師少数区域の医師の増加を図り，医師多
数区域は県内医師少数区域への医師派遣に努める。

○ 医療計画や地域医療構想との整合を図り，各地域や疾
病・事業の医療体制に求められる医療機能やその分化・
連携の方針に基づき，必要となる医師の確保を図る。

視点１
医療提供体制の充実
→ 全ての県民の安心・安全を守り，

質の高い医療を提供

視点２

医志の実現とキャリア形成
→ 県内高校生の医学部進学と県内

でのキャリアアップ，ライフステージ
に応じた働き方を支援

視点３
関係機関の連携・協働
→ 県，大学，関係団体，県民が新し

い発想，あらゆる方策にチャレンジ

重
点
化

■医師確保の施策

①医師養成課程を通じた医師確保

養成過程 現状・課題 施 策

高校生

○ 医師の増加のためには県内高校生の医学
への興味と本県の医療状況への理解を深め，
医学部進学率を高める必要

● 県内高等学校における医学コースの設置
● 医学部進学者向け教育ローン利子補給
● 医師の県内高等学校等への訪問，地域枠

説明会

医学生

○ これまで，本県は地域枠等の設置・拡大に
より医師不足地域を中心に医師を養成・確保

○ 一方，医学部臨時定員は2020・2021年度は
維持されるものの，以後は国の医師需給推
計・偏在指標により算定される将来時点の必
要医師数に基づき，都道府県は医師を養成

● 本県の2022年度以降の地域枠必要数は８１
であり，今後，筑波大学や県外大学に地域枠
設置を要請

● 各種修学資金貸与制度（地域枠，一般，海
外，市町村）

● 自治医科大学運営に対する支援
● 地域医療支援センターによる修学生等支援

キャリア
形成

（臨床研修医，
専攻医等）

○ 出身地・出身大学の県内・県外に関わらず，
臨床研修を行った都道府県への勤務率が高
く，県内外から多くの研修医を採用する必要

○ 近年，医師の診療科偏在が顕著であり，新
専門医制度において，本県で不足する診療
科医師を養成する必要

● 県医師臨床研修協議会を中心としたＰＲ，指
導体制の充実

● キャリア形成プログラムの策定と魅力向上
● 医師のキャリアアップ支援（専門医の認定支

援，研修体制整備，医師の海外派遣等）
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義務内医師 義務明け医師 地域枠数

○ 本県の将来時点の必要医師

数を確保するために必要な地

域枠数は８１（H31.3月時点暫

定版）。地域枠充足率，国家

試験合格率，定着率を上位推

計した場合，2036年には義務

内医師７２９人，義務明け医師

が４１０人まで増加する見込

み。

○ 本計画では，地域枠に加え，

一般修学資金や海外対象修

学研修資金貸与制度，自治医

科大学における医師の養成を

図るとともに，県地域医療支援

センターにおいて医師不足で

の勤務やキャリア形成を支援

し，県内定着の促進を図る。

地域枠医師の推計



②短期的な医師の確保

現状・課題 施 策

○ 地域医療におい
て，医師少数区域
の中核病院や救
急，小児，周産期
等の政策医療機関
の医師確保が重要

○ 特に早急な対応
が必要な医療機
関・診療科はあらゆ
る方策やアプロー
チが必要

● 医療法等の改正により地域医療対策
協議会の権限が強化。政策医療を中心
に医師の派遣調整を実施

・地域枠等医師のキャリア形成プログ
ラム（再掲）

・医師配置調整（地対協・センター，県
内医療機関，筑波大学等）

● 「いばらき医療大使」等による医科大
学との新たな関係構築

● ウェブサイト等を活用した県外医師へ
の個別アプローチ，県内医療機関への
マッチングによるＵＩＪターンの促進

● 寄附講座の設置
● 外国からの医師の受入れ促進

【医師の配置調整】

③魅力ある環境づくり

● 医師の時間外労働規制等の 「医師
の働き方改革」を踏まえた勤務環境整
備を図る。

● 医療勤務環境改善支援センター等
において女性医師等の保育・就業や
勤務環境改善に取り組む医療機関を
支援し，県内定着促進を図る。

④茨城県地域医療支援センター

● Ｒ元年度より筑波大学内に分室を設置。
本県地域医療のコントロールタワーの確
立を目指す。
・キャリアコーディネーターや教育インスト

ラクターによる修学生の卒前教育及び
交流促進，キャリア形成支援

・本県勤務の魅力など総合的な情報発信

茨城県地域医療支援センター

県内医療機関
（地域の中核病院，救
急・小児・周産期等の
政策医療機関）

茨城県地域医療対策協議会

筑波大学等
医師派遣大学

②地域偏在，診療科偏在，政策医療機能等にお
ける必要性・重要性を審議

④医師
を派遣

①医師派遣を要望 ③医師の派遣を要請

■産科・小児科の医師確保

産科の医師偏在指標（暫定版）

周産期・
三次医療圏

医師偏在
指標

全国
順位

区域

全国平均 １２．０ ― ―
茨城県 ９．６ ３９ 相対的少数

県央・県北 １０．５ １２６ ―
県南・鹿行 ９．２ １６５ ―
つくば・県西 ９．０ １７４ ―

小児科の医師偏在指標（暫定版）

小児・
三次医療圏

医師偏在
指標

全国
順位

区域

全国平均 １０４．９ ― ―
茨城県 ７８．３ ４７ 相対的少数

つくば市・筑西 １３４．４ ３８ ―
土浦広域 ８９．６ １４０ ―
常 総 ８４．５ １６０ 相対的少数

県央・県北 ６０．３ ２５７ 相対的少数

茨城西南 ５４．９ ２７６ 相対的少数

日 立 ４８．２ ２８７ 相対的少数

稲 敷 ４６．４ ２８９ 相対的少数

鹿行南部 ３８．９ ３０１ 相対的少数

産科・小児科の医師確保

方 針 産 科 小児科

医療提供体
制の充実・見
直し等

○各周産期医療圏で求められる医療機能の充実・強化や医
療資源の集約化・重点化，連携体制の構築を図る。
①正常分娩等を取り扱う医療機関
②比較的高度な周産期医療を行う医療機関（地域周産期

母子医療センター，周産期救急医療協力病院）
③リスクの高い妊娠及び新生児に対する高度な周産期医
療を行う医療機関（総合周産期母子医療センター）

○医療機関の連携体制の構築により，初期，二次，
三次の小児救急医療体制の充実を図るとともに，
小児医療圏の見直しの検討や医療資源の集約
化・重点化を図ります。
○小児在宅医療・小児がん医療の体制整備，児童
虐待への対応，発達障害児の支援，難病対策，
予防接種対策，アレルギー疾患対策を図る。

短期的な
医師の確保

○医師の需給推計における短期的なギャップ（不足数）について，医療計画や地域医療構想における各周産期医療
圏，小児医療圏の医療提供体制の確保の方針を踏まえ，医師の派遣調整や県外からの医師確保により，必要医師
数の確保を図る。

中・長期的な
医師の養成

○将来の出生数や年少人口の減少と医師の需給を見据えた医師の養成・確保を行う必要。
○国の「都道府県別診療科別ごとの将来必要な医師数の見通し」などを踏まえ，中・長期的な必要医師数を養成。

⑤計画の推進体制

● 県・市町村，医師会等関係
団体，医療機関，筑波大学，
地域医療対策協議会・地域
医療支援センターが役割を
認識し，連携・協働して計画
を推進

○ 本県は産科・小児科ともに全国下位３３．３％に含まれ

る相対的医師少数県。

○ 特に小児科は全国最下位であるとともに，５つの小児

医療圏が全国下位３３．３％に含まれる相対的医師少数

区域


